
持ち込まない

拡げない

加熱する

つけない

トイレの維持管理、清掃、消毒

手洗い設備の維持管理

適切な手洗い(方法・タイミング)の実施

器具等の洗浄・消毒

適切な加熱の実施 おう吐物の適切な処理

消化器症状を呈している食品取扱者
は、食品の取扱作業に従事させない

従事者の健康管理

交差汚染、二次汚染の防止

衛生的な作業着

器具等の洗浄・消毒

適切な手洗いの実施

不顕性感染者を前提とした対策、
従事者自らが不顕性感染者である可能性を自覚した行動が重要

基本は感染症対策
ノロウイルス食中毒予防 ４原則：

｢１．持ち込まない｣、｢２．拡げない｣、｢３．加熱する｣、｢４．つけない｣

ノロウイルス食中毒予防の衛生管理の概要

食品衛生法第50条第２項に基づく管理運営基準
その他関係通知
・食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針
・大量調理施設衛生管理マニュアル
・ノロウイルスに関するＱ＆Ａ


